
  

 

 

三井化学株式会社岩国大竹工場製造施設火災（第１２報） 

 

消 防 庁 

平成２４年６月７日 

１ ４ 時 ０ ０ 分 現 在 

 

１ 発生日時等 

発生時刻：平成２４年４月２２日（日）０２時１５分頃 

覚知時刻：平成２４年４月２２日（日）０２時２０分（１１９） 

鎮圧時刻：平成２４年４月２２日（日）１７時１５分 

鎮火時刻：平成２４年４月２３日（月）１４時３１分 

 

２ 発生場所 

特別防災区域名：岩国・大竹地区 

住所：山口県玖珂郡和木町和木６－１－２ 

特定事業所名：三井化学株式会社岩国大竹工場（第１種特定事業所 レイアウト） 

 

３ 施設概要等 

施設名称：レゾルシン製造装置及びサイメン製造装置 

施設区分：高危混在施設（高圧ガス保安法及び消防法により許可を受けた施設） 

危険物施設区分：一般取扱所及び製造所 

 

４ 火災の概要 

４月２１日２３時３０分頃 高純度テレフタル酸製造施設が電気設備の異常により緊

急停止した。これに伴い、スチームの供給も停止となったため、全プラントの緊急停止

を行っていたところ、レゾルシン製造装置で爆発火災が発生し、サイメン製造装置へ延

焼した。 

４月２２日８時０５分頃に小爆発が発生し、９時３５分頃から９時５７分頃にかけ小爆

発３回発生。いずれも、有害物質の発生はなし。 

１２時１７分頃からレゾルシン製造装置へ泡消火を実施。 

１５時００分、レゾルシン製造装置の瓦礫下（２箇所）、サイメン製造装置（確認中）、

動力施設（ラック１箇所）が軽微に燃えている。 

１６時００分、泡消火から冷却注水に切り換え。 

１７時１５分、鎮圧（冷却注水を継続中）。 

 ４月２３日９時００分、レゾルシン製造装置から可燃性ガスが漏えいしているため、冷

却注水から噴霧放水に切り替え、可燃性ガスを希釈中。 

 １４時３１分、鎮火を確認。 

  



  

 

 

 

 

５ 死傷者等 

（１）人的被害 

死 者：１人 

負傷者：２１人（事業所内：９名負傷（重傷２名、軽傷７名）、事業所外１２名負傷

（軽傷１２名（山口県和木町９名、広島県大竹市１名、他事業所（和木町）

２名））） 

※事故の後における負傷者の人数は含まない（後片付けでの負傷者等） 

（２）物的被害 

焼損面積：確認中 

そ の 他：事業所外 ９９９件（ガラスの割れ等）（山口県和木町３７２件、岩国市

３７６件、広島県大竹市２５１件） 

 

６ 関係地方公共団体の体制等 

（１）山口県 

石油コンビナート等防災本部において対応。 

（２）和木町 

４月２２日２時５０分に防災本部を設置し、５時００分に避難所（和木町文化会館）

を開設した。１２時現在、避難者なし。１７時に避難所撤収。住民へ有毒ガス等は流出

していないこと等の広報を実施。 

（３）岩国市 

４月２２日６時００分に災害警戒本部を設置。住民へ有毒ガス等は流出していないこ

と等の広報を実施。 

（４）広島県 

県において情報収集を実施。 

（５）大竹市 

４月２２日３時００分から警戒体制。住民へ有毒ガス等は流出していないこと等の広

報を実施。 

 

７ 消防機関等の活動状況 

岩国地区消防本部 １３台（４０名） 

消 防 団  ７台（５６名）（情報収集等） 

自衛防災組織等 １０台（３８名） 

海上保安庁       （ ３名） 

 

８ 火災原因等 

調査中 



  

 

 

 

 

９ その他 

海上に油が流出しているため、オイルフェンスを海上に展張。 

４月２２日 ８時３５分 レゾルシン製造装置（危険物一般取扱所）及びサイメン製造 

装置（危険物製造所）に、消防法による緊急使用停止命令及び高圧ガス保安 

法による使用停止命令が発せられた。 

 

10 消防庁の対応 

４月２２日 ５時４０分 消防庁第一次応急体制 

     →４月２３日１８時００分 消防庁第一次応急体制解除 

４月２３日 消防庁危険物保安室１名、消防庁特殊災害室１名及び消防研究センター５

名を現地派遣。 

関係道府県に対し石油コンビナートにおける事故防止等の徹底を通知。 

  ４月２６日 岩国地区消防本部からの要請を受け、消防法第３５条の３の２の規定に基

づく消防庁長官の火災原因調査を実施。 

 

 

＜連絡先＞ 

消防庁特殊災害室 

古澤・渡邊 

Tel (03)5253-7528 

Fax (03)5253-7538 

 

 


